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縄文杉の樹皮の剥離被害について

１ ２０日に発見された縄文杉の樹皮の剥離被害に関して、本日（１１時から１４

時）、屋久島森林管理署、屋久島警察署及び環境省屋久島自然保護官事務所による

合同の現地調査を行いました。

今回の詳細な調査により、２０日に発見されたものは７ｃｍ×８ｃｍであり、ま

た、幹から離れた根部にも６ｃｍ×２６ｃｍの被害を発見し、樹皮が残った状態の

被害も含め、合計１２箇所の被害が確認されました。

引き続き、屋久島森林管理署においては関係機関と連携しながら慎重に調査を進

めることとしています。

２ なお、九州森林管理局のホームページ（ ）及びhttp://www.kyusyu.kokuyurin.go.jp/

http://www.kyusyu.kokuyurin.go.jp/16yakushima/ind屋久島森林管理署のホームページ（

）に当被害関連情報を掲載し、今回の被害に関する情報の提供も広く呼びかex.htm

けることとしました。

３ また、屋久島森林管理署では樹皮の剥離箇所の回復措置方法等について検討する

ため、日本樹木医会鹿児島県支部の協力を得て２８日に現地調査を行うこととして

います。
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